
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

官民物流標準化懇談会 

パレット標準化推進分科会 

 

中間とりまとめ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年６月  



 

 

 

 

目次 

 

 

 

１．はじめに ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 

 

 

２．パレット標準化を巡る現状と課題  ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 

 

（１）物流の現状とパレット利用の重要性 

（２）パレットを巡る現状と課題 

 

 

３．パレット標準化の基本的な方向性  ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 

 

 （１）本分科会におけるパレット標準化の定義と対象範囲 

 （２）パレット標準化によって期待される効果 

 （３）関係者の責務 

 

 

４．パレット標準化に向けた検討の進め方 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 

 

（１）パレット標準化に向けた段階的取組 

 （２）本分科会における検討の進め方 

 （３）優先的に取り組むべき課題 

 

 

５．これからパレット化を行う事業者に推奨するパレット規格（中間とりまとめ）．．．9 

 

（１）パレット規格にかかる現状 

（２）本中間とりまとめにおいて推奨するパレット規格 

 （３）推奨に当たっての留意点 

 

 

６．今後の検討に向けて  ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 

 

 



1 

１．はじめに 

 

物流は全ての社会経済活動の前提となる必要不可欠な社会インフラであるが、同時に、

現在、我が国の物流は、労働力不足や自動化・機械化への対応などの多くの課題に直面し

ている。このような中、令和３年６月 15 日に総合物流施策大綱（2021 年度～2025 年度）

が閣議決定された。同大綱では、物流を取り巻く現状を踏まえ、今後取り組むべき施策の

大きな柱のひとつとして、『物流 DX や物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹

底した最適化（「簡素で滑らかな物流」の実現）』を挙げている。 

 

同大綱を受け、デジタル技術の社会実装が急速に進みつつある中、物流に対する関係者

の危機感や機運の高まりとともに、時機を逸せず集中的に物流産業における標準化を推進

するため、物流標準化の現状と今後の対応の方向性について関係者が集まり議論・検討す

る場として、令和３年６月 17 日に第１回官民物流標準化懇談会が開催された。第１回懇談

会では、懇談会の下に個別の標準化テーマごとの分科会を設け、専門家の意見等も聞きな

がら標準化の方策について検討を進めていくこと、そして、まずは先行的に物流機器（パ

レット等）の標準化について検討する分科会を開催することが決定した。これを受け、令

和３年９月より「パレット標準化推進分科会（以下、本分科会という。）」が開催され、こ

の中で、平パレットの標準化の実現に向けて、具体的な検討を進めてきた。 

 

本分科会の役割は、パレット標準化の現状把握、あるべき姿の確認、各関係者が担うべ

き役割の明確化・発信、官民双方での推進施策の検討、およびその実現に向けたロードマ

ップの提示と取組の推進を図ることである。また、本分科会では、トラックドライバーの

時間外労働の上限規制が適用される令和６年度（2024 年度）が目前に迫っていることやト

ラックドライバーの拘束時間の短縮と負担の削減につながる手荷役の解消が喫緊の課題で

あること等を踏まえ、優先的検討が必要かつ可能な事項については検討を前倒しすること

とし、まずは、これからパレット化を図ろうとする事業者に向けて最も推奨されるパレッ

トの規格を検討し、「中間とりまとめ」として提示することを決定した。 

 

この中間とりまとめは、第４回までの議論の成果とともに、現在パレットを利用してお

らず、これからパレット化を図ろうとする事業者を対象に推奨するパレットの規格につい

て、中間的に整理し公表するものである。なお、本分科会では、中間とりまとめの公表後

も、関係者の協力を得て速やかにパレット標準化の実態把握を進めながら、引き続き物流

全体でのパレット標準化の実現に向けた検討を継続することとしている。 

 

パレット標準化は所謂「古くて新しい課題」であり、長年にわたって取組が図られてき

たが、多数の関係者の利害関係が複雑に絡み合い、総論賛成・各論反対の域を出ることが

できず、未だ十分に実現できているとは言い難い。一方で、新型コロナウイルス感染症の

流行が社会経済活動における物流の重要性を改めて浮き彫りにするとともに、世界規模の

要請である持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けた機運も高まっている。今こそ荷主

をはじめとする関係者が連携して標準化を強力に推進し、我が国経済の持続的な成長と安

定的な国民生活を維持するとともに、担い手にやさしく、環境負荷の低い持続可能な物流

を実現するべきである。そのためにも、物流に関わる全ての業界・事業者が、その社会的

要請に応えるとともに、物流の生産性向上による効果を、トラックドライバー等の物流現

場の担い手を含む関係者が等しく享受できる必要がある。以上の問題意識にもとづき、本

分科会では、産官学連携のもと、過去の経験にも立脚した実行可能かつ効果的な方策を検

討し発信していくものである。 
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２．パレット標準化を巡る現状と課題 

 

（１）物流の現状とパレット利用の重要性 

 

現在、我が国の物流には、担い手の厳しい労働環境や現場での様々な非効率等、荷主を

はじめとする関係者とも連携して改善すべき点が多く存在する。トラックドライバーの減

少と高齢化が進む一方、負担の大きい附帯作業や荷待ち時間が減らず、長時間労働が常態

化しており、労働環境改善は急務である。また、小口多頻度化など商流の変化に伴う非効

率も発生しており、トラックドライバー不足を見越した、効率化実現による物流インフラ

の持続可能性確保も必要となっている。 

 

特に、令和６年（2024 年）４月からは、働き方改革関連法によるトラックドライバーの

罰則付き時間外労働規制の適用も控えており、労働力不足は更に深刻化することが懸念さ

れるとともに、モノが運べなくなるという可能性が現実的な危機として認識されている。

そのような中にあって、物流現場の効率化を進め、物流機能を引き続き維持していくため

には、物流の共同化や自動化・機械化による省力化とともに、その前提となる物流各要素

の標準化を実現していくことが必要である。 

 

令和２年度に国土交通省がトラックドライバーを対象に行った調査では、１運行当たり

約１時間 30 分の荷役時間が発生している【参考１】。荷役作業におけるバラ積み・バラ卸

し等の手荷役は、長時間労働の要因となっているだけでなく、重労働であることからトラ

ックドライバーの大きな負担となっており、その改善は急務である。この手荷役の改善の

ため有効な方策が、フォークリフトを使った荷役の機械化による省力化であり、その前提

となるのが荷物のパレット化である。人口減少の本格化や労働力不足への対応に迫られる

物流分野にあって、荷役時間の短縮と重労働の解消を通じて女性や若者、高齢者をはじめ

多様な人材の活躍にもつながる荷役の機械化は今後不可欠である。更に、利用されるパレ

ットの規格や運用が標準化されれば、異なる事業者間での共同輸配送や他商品・製品との

混載、同業他社とのパレットの共同利用、物流現場の自動化・機械化による DX の推進な

ど、更なる生産性の向上に繋がることも期待できる。しかし、荷物のパレット化は未だ十

分に進展しているとは言い難く、また、パレット化されている場合にも、標準化が十分に

実現していないことによる改善の余地が多くみられるところである。 

 

（２）パレットを巡る現状と課題 

 

前述のとおり、トラックドライバーの負担軽減のためにもパレットの積極的かつ効率的

な利用が必要不可欠であるが、特にトラックの積み卸しや鉄道コンテナへの積み卸しを中

心に手荷役は依然として相当数発生している【参考２―１】。具体的な手荷役作業について

は、本来パレット化可能な荷物であるにもかかわらずバラ積み・バラ卸しが行われている

ことに加え、パレット化された荷物についても積み替え（パレットからパレットへの積み

替えや、パレット化されているものをバラで積み直す等）がなされていることも多く【参

考２－２】、パレット化が必ずしも荷役の機械化に繋がっていない実態もみられる。このよ

うなバラ積み・バラ卸しや積み替えは、そもそもパレット化されていないこと、パレット

による輸送時と保管時とで利用されるパレットの規格（サイズ・仕様）が異なっているこ

とや、運用方法が標準化されていないため管理者がパレットの流出・紛失を回避する目的

で指示していること等から発生していると考えられる。また、このような規格や運用方法
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の相違は、個社や業種分野を超えた共同化や、物流施設の自動化・機械化の阻害要因とも

なり得る。 

 

また、これらの課題をパレット標準化の観点から総合的に解決するためには、パレット

利用実態の把握と、それにもとづくパレットの規格・運用の標準化の実現に向けたロード

マップの提示と取組の推進が必要である。 
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３．パレット標準化の基本的な方向性  

 

（１）本分科会におけるパレット標準化の定義と対象範囲 

 

本分科会の目指すパレットの標準化とは、単に異なるパレットの規格を一つまたは少数

に収れんさせていくことのみを指すのではなく、「標準規格のパレットを標準化された方法

で運用することを通じて、パレット化可能なすべての荷物の効率的な輸送と保管（ユニッ

トロード化と、同一パレットによる一貫パレチゼーション）を実現する」ことにより、前

述のような物流現場の課題解決と生産性向上を図ることを目的とする取組である。 

 

商取引の国際化に加え、特に近年のアジア諸国の経済成長等を背景にグローバルサプラ

イチェーンの構築が進展する現状を踏まえると、物流標準化の推進に際しては、物流の国

際化やデジタル化の動きを踏まえて取り組むことが必要であることは言うまでもない。一

方で、パレットについてみると、現時点では国や地域によって利用されている主要なパレ

ット規格や運用方法は様々に異なっており、国際的に標準化が図られている状況とは言い

難く、今後の国をまたいだパレット利用にあたっては循環体制の構築をはじめとして多く

の解決すべき課題が存在する。我が国の物流が現在直面する人手不足に対応するために

は、まずは前述のとおり、国内物流における手荷役の解消という足元の課題に早急に取り

組むことが求められていることから、本分科会におけるパレット標準化の検討範囲は、当

面の間は国内物流を念頭に置くこととする。 

 

また、物流現場においては、国内で流通するありとあらゆる形状や大きさ、取扱上の特

性も異なる荷物を取り扱うが、その中にはパレット化に適さない荷物も多く存在するた

め、本分科会でいう荷物とは、合理的な範囲でパレット化し得るものを前提とする。 

 

更に、物流は調達から生産・製造、販売・消費まで全ての過程に関わり、これら全ての

過程において物流を効率化していくことが必要であるが、パレットに関しては、当該荷物

がパレット化可能であることに加え、パレット単位での輸送・保管が可能な物量が確保で

きることが検討の前提となる。そのため、本分科会において、特に一貫パレチゼーション

を目指す対象区間としては、製造業の工場や生産者等の施設からはじまり、卸売業・卸売

市場の物流施設等までの間が中心となる。ただし、原材料等の調達の場面にあっても、輸

送と保管の間の効率化を図るためには、当該区間でのパレットの規格や運用の標準化が図

られることが望ましい。また、卸売業・卸売市場の物流施設から小売業の物流施設や店舗

までの区間にあっても、一定以上の発注・輸送ロットが確保でき、パレット化が可能な部

分については、可能な限り川上からの一貫パレチゼーションが検討・推進されていくこと

が期待される。 

 

（２）パレット標準化によって期待される効果 

 

我が国の総人口は平成 20 年（2008 年）をピークに減少局面に入っており、2050 年には

約１億人にまで減少する見通しである。生産年齢人口の減少や少子高齢化により、労働力

不足は各産業共通の課題となっているが、特に物流産業においては、トラックドライバー

の厳しい労働環境等から、担い手不足の深刻化が懸念されている。将来予測として、この

状況を放置すれば、需要に対し 20 万人超の規模でトラックドライバーが不足するという

調査結果（※１）や、2030 年には、物流需要の約 36％に対して供給ができなくなるという
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試算（※２）も出されており、経済全体の成長を制約することになるだけでなく、物流機

能それ自体の維持が困難になるおそれがある。こうした事態を回避するためには、附帯作

業の明確化などの取引環境の適正化を進めるとともに、物流現場におけるバラ積み・バラ

卸し等の手荷役を解消し、共同化や自動化・機械化を進めることを通じて物流を効率化す

ることが急務である。前述のとおり、パレットの標準化の実現は、荷役の機械化によって

手荷役解消と労働時間短縮に資するとともに、女性や若者、高齢者等の多様な人材の確保

を可能にするなど、物流機能を維持し、効率化するため極めて重要な手段の一つである。 

 

※1 公益社団法人鉄道貨物協会「平成 30 年度 本部委員会報告書」（令和元年５月） 

※2 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会「ロジスティクスコンセプト 2030」（令和２年２月） 

 

関係者がそれぞれの責務を果たし、パレット標準化が実現すれば、その効果は物流に関

わる全ての関係者に還元されることとなる。物流事業者においては、荷役作業や荷待ち時

間の軽減に加えて、中長期的には、更なる輸配送網の共同化や、物流現場の DX といった物

流効率化が期待される。発着荷主にとっては、物流の直面する危機を回避することで、引

き続き商品・製品を安定供給できることが最大の効果であるが、物流効率化はそのほかの

付加価値ももたらす可能性がある。発荷主においては、共同化による積載効率の維持や向

上、パレットと商品情報を紐付けることでのトレーサビリティ担保等にも活用することが

考えられ、また、着荷主においても、荷受け作業時間の短縮（事前出荷情報（ASN）の導入

による検品レス等を含む）、物流施設の DX 促進といった独自の効果が考えられる。なお、

今後全ての事業者における社会的責任として SDGs（持続可能な開発目標）や脱炭素社会の

実現に向けた取組が求められる中にあって、パレット標準化による物流の省力化と効率化

は、将来的な環境負荷の低減の観点からも必要不可欠である。 

 

なお、パレット標準化による具体的な効果については、各関係者にとっての定量的効果

の発信を目指して、令和４年度以降、関係団体とも連携のもと、本分科会において引き続

き検討を続けることとする。 

 

（３）関係者の責務 

 

パレット標準化は物流機能の維持のために必要不可欠であるが、パレットの利用にあた

っては、購入・賃借から洗浄・補修などの維持、保管、返却・回収等の各過程において、

相応のコストが発生するとともに、短期的には、今までトラックドライバーによる荷役負

担と長時間労働の上に成り立っていた積載率を維持することが困難になる可能性もある。

しかし、各事業者の社会的責任として、すべての担い手の持続可能な労働環境構築に向け

た取組が求められる時代にあって、社会インフラたる物流機能を損なうことなく、物流現

場にかかる過度な負担を軽減し、産業競争力を維持し続けるためには、パレットの効率的

な利用にあたって生じる適正なコストは、受益者負担の観点から、利益を受ける関係者間

で適切かつ公平に分担されるとともに、それによって生じる効果も関係者間で適切に分配

されるべきである。 

 

パレット標準化のあるべき姿を実現するに際しては、第一に、荷主による取組が必要不

可欠である。長時間の過酷な手荷役に代表される附帯作業については、貨物自動車運送事

業法の一部改正や、「ホワイト物流」推進運動等で一定の改善がみられる一方、業界慣習等

から、現在も解消されていないばかりか、貨物自動車運送事業者にあっては必要なコスト
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や業務に見合った対価を収受できていない状況も存在している【参考３】。今後、トラック

ドライバーの時間外労働の上限規制等を遵守するため、荷主と物流事業者が一体となっ

て、長時間の附帯作業を根本から解消していくことが求められ、パレットを利用した効率

的な物流の実現に関しても、発着荷主による取り決めと適切な責務の負担が必要不可欠で

ある。特に荷主を中心に、パレットレンタル事業者・パレットメーカーも含め、物流に関

わる全ての関係者において、その解決に向けた速やかな取組が必要である。 

 

まず、発荷主にあっては、標準的な運賃の支払いや附帯作業の軽減など取引環境等の改

善を進めることを前提として、標準的な規格・運用のパレットの導入を進めるとともに、

着荷主に対してもパレット化を前提とした情報提供・営業を行うことが求められる。 

 

次に、着荷主にあっては、パレット納品を導入し、発荷主と連携して附帯作業の軽減に

向けた取組を実施するとともに、パレットによる物流を考慮した発注や、回収を容易にす

るためのパレットの適切な管理等を行うことが求められる。 

 

また、貨物自動車運送事業者にあっては、パレット利用にまつわる課題と解決方策にか

かる情報や、現場の負担軽減につながる提案を積極的に発信し、パレットの標準化の実現

に向けて荷主に対して働きかけるとともに、附帯作業に見合った対価を具体的に提示して

いくことが求められる。 

 

更に、パレットレンタル事業者やパレットメーカーにあっては、その知見を活用してパ

レットの適切な利用拡大に向けた発信を継続するとともに、利用者の利便性にも配慮した

効率的な循環システムの構築に向けて提案と取組を行うことが求められる。 

 

総合物流施策大綱（2021 年度～2025 年度）に記載のとおり、持続可能な物流を実現する

ためには、物流 DX や物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化が

急務である。物流現場における労働環境の改善や物流危機への対応は、一部の事業者にお

いて積極的に取り組まれている一方、我が国全体で見ると、より一層進めていかなければ

ならない状況である。上記のような関係者によるパレット標準化を通じた物流効率化の取

組を、更に効果的かつ広範に推進するため、関係省庁においても、物流団体や荷主に関わ

る団体、経済団体等と連携しながら、物流が直面している課題や、パレット標準化の必要

性、期待される効果等について、各事業者や企業経営者に向けて強力に発信し周知するべ

きである。 

 

なお、パレットはその性質上、荷物とともに移動し、複数の関係者によって利用される

ものであるが、トラックや倉庫設備等と同様に物流機能を支える資産に他ならない。しか

し、パレットについては、かねてから、輸送や保管等にあたって正当な利用の権利を持た

ない者によって流用される場面も見受けられ、そのことが物流全体でのパレットの積極的

な利用を阻害している側面がある。パレットは、直接・間接を問わず全ての関係者によっ

て資産として適切に管理されるべきものであり、パレットを直接に購入あるいは賃借して

利用している事業者のみならず、社会全体でパレットを資産として再認識することが必要

である。 
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４．パレット標準化に向けた検討の進め方 

 

（１）パレット標準化に向けた段階的取組 

 

パレットの標準化に向けては、各現場や事業者、業種分野ごとでも取組の進捗状況が大

きく異なることを前提として、下記のように段階を分けて取り組むことが考えられる。 

 まず、パレット化が可能な荷物についても現在パレットを利用せずにバラ積み・バラ卸

しで扱われている場合も少なからず存在するが、こうした状況を、標準的な規格・運用の

パレット利用に転換していくことが必要となる（第１段階）。 

次に、既にパレット化済みの荷物についても、輸送や保管の過程ごとに利用されている

パレット規格や運用が異なることや、輸送や保管の過程でのパレット紛失を避けることを

目的に、積み替えが発生している場面がある。このような状況については、規格・運用の

標準化によって積み替え等の作業を可能な限り削減し、かつ効率的で無駄のない一貫パレ

チゼーションの実現を目指してくことが必要である（第２段階）。 

いずれの段階においても、パレットの規格と運用の双方を標準化することが必要であ

る。規格・運用のいずれについても、我が国全体で１つに収れんされることは困難である

と考えられるが、可能な限り少数に収れんされるとともに、特に、川上から川下の一連の

物流の過程の中、あるいは物流の共同化が想定される事業者や業種分野間など、物流機能

が交わり得る関係者間では相互に連携可能な方策が模索されることが望ましい。 

 

（２）本分科会における検討の進め方 

 

本分科会では、まず初めに、上記３（１）のとおり、目指すべきパレット標準化の定義

と方向性、また、４（１）のとおり、その取組段階を確認した。また、現在は議論と並行

して詳細な実態把握を進めており、この結果を踏まえて、第１段階、第２段階の双方にお

ける規格・運用両方の標準化の在り方について検討する。続けて、当該標準的な規格と運

用の適用を推進していくため、官民双方での推進方策についても検討することとする。 

 

 

（３）優先的に取り組むべき課題 

 

パレット標準化に向けては、規格と運用をともに標準化していくことが重要であり、上

記のとおりその両方について段階を分けて検討を進めることとなるが、働き方改革関連法

がトラックドライバーにも適用される令和６年度（2024 年度）が間近に迫っている中にあ

っては、まずはバラ積み・バラ卸しの荷物をパレット化することが喫緊の課題である。 

 

バラ積み・バラ卸しをしていた荷物をパレット化する場合、トラックへの積載率が低下

する場合があるため、これからパレット化を図る事業者にあっては、積載率の低下を少し

でも抑えるために現行の商品・製品のサイズを前提にパレットの規格を選択することが想

定される。しかし、今後、社会全体でパレット標準化を目指していく観点から考えると、

各事業者において投資を伴う取組が行われるにあたっては、物流全体で取り扱われるパレ

ットの規格ができる限り少数に収れんされるような選択がなされることが望ましい。 

また、現在、本分科会をはじめ業種分野横断でのパレット標準化に向けた動きがあり、

標準化が様々な物流施設の自動化・機械化の前提となる以上、各事業者においても、パレ

ット規格の選択にあたっては、商品・製品のサイズへの適合性はもちろん、本分科会等に
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おける議論の動向も重要な考慮要素となると考えられる。 

 

本分科会では、今後関係者の協力を得ながら速やかに詳細な実態把握を進めた上、それ

を踏まえた規格・運用両方の標準化の在り方について検討を進めていくこととしている

が、上記のことから、特に、令和６年度（2024 年度）を見越してこれからパレット化を図

ろうとする事業者における予測可能性を高め、その判断の一助となるよう、段階的に検討

結果を発信することとし、まず本中間とりまとめにおいては、これからパレット化を図る

事業者を対象に最も推奨される規格として提示することとした。 
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５．これからパレット化を行う事業者に推奨するパレット規格（中間とりまとめ） 

 

（１）パレット規格にかかる現状 

 

パレット規格は、既にいくつかの JIS（日本産業規格）において定められている。この

うち、JIS Z 0601:2001（プールパレット－一貫輸送用平パレット）においては、「広範囲

の業種及び各輸送機関において相互に共通して使用され，互換性のある木製プールパレッ

ト及びプラスチック製プールパレット」として、1100mm×1100mm×144mm（長さ×幅×高

さ）のパレットが定められている【参考４】。また、「パレチゼーションによる一貫輸送を

はじめとする、体系化されたユニットロードを構築することによって、物流の合理化を図

るための指針」として制定された JIS Z 0650:2020（ユニットロードシステム通則）にお

いては、平成７年（1995 年）の制定時から定められていた平面サイズ 1100mm×1100mm の

パレットに加え、令和２年（2020 年）に、ヨーロッパの現状及びアジアとの輸出入の増大

を背景として、1200mm×1000mm のパレットが追加して定められているところである。 

 

上記の２種類の平面サイズのパレットに加え、JIS Z 0604（木製平パレット）及び JIS 

Z 0606（プラスチック製平パレット）においては 1100mm×800mm、1100mm×900mm、1300mm

×1100mm、1400mm×1100mm、1440mm×1130mm（プラスチック製平パレットのみ）、1200mm×

800mm のパレットに関する定めがある。我が国のパレット利用状況をみると、これら JIS

に定めのある平面サイズのパレットをはじめとする様々なサイズのパレットが使われてい

るのが実情である。 

 

ただし、我が国のパレット生産状況をみると、現在最も多く生産されているのは 1100mm

×1100mm のパレットである【参考５】。また、物流施設を対象とした調査【参考６】にお

いても、最も多く利用されているのは同サイズのパレットであった。なお、物流全体で利

用されているパレットの中に占める割合は大きくはないものの、複数の事業者や業種分野

において繰り返し利用されているパレットのレンタルサービスにおいても、その保有枚数

は他規格と比べて 1100mm×1100mm のパレットが最も多い【参考７】。 

※行政においては、総合物流施策大綱(1997-2001)において「平成 10 年度から、パレタイズ可能な政府調達

物資については、他の JIS のパレットが一般的に利用されている分野を除き、一貫輸送用パレット（T11 型 

※1100mm×1100mm×144mm のパレット）によるよう努める。」、また、続く総合物流施策大綱(2001-2005)にお

いても、「物流活動を一貫してのパレット利用を促進するため、引き続き、T11 型パレットを基本とする「ユ

ニットロードシステム通則」の普及等を行う。（中略）加えて、Ｔ11 型パレットの国際標準化や、それを基本

とした JIS 規格パレットのアジアにおける普及に取り組む。」として、各種取組を掲げてきたところ。 

 

（２）本中間とりまとめにおいて推奨するパレット規格：平面サイズ 1100mm×1100mm 

 

パレットの規格・運用の標準化の目的は、パレットを関係者間で共同利用し適切に循環

させることで、物流現場の負担軽減と物流効率化を実現することである。この点、本中間

とりまとめにおいて前倒しして検討している規格に関しては、物流現場において複数の種

類のパレットが混在すると、トラックへの積み付けパターンが増えることによる荷役作業

の煩雑化や倉庫への保管のための積み替えが発生するとともに、倉庫におけるパレットサ

イズ単位の荷物の保管スペースの確保等の課題が発生することから、パレットの規格の種

類は可能な限り少数であることが望ましい。しかしながら、前述のとおり JIS に定められ

た平パレットの規格だけでも８種類あり、また、輸出入量の増大を踏まえて JIS Z 0650 に
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1200mm×1000mm のパレットが追加されたことなどからも分かるように、パレットに載せる

商品・製品の性質や、当該商品・製品が取引される相手、業種分野の慣行等の様々な理由

から、様々なパレット規格が利用されているのが実情である。本分科会では、上記を踏ま

えつつも、本分科会の検討が当面の間は国内における物流を主な検討の対象としており、

かつ、中間とりまとめがこれからパレット化を図る事業者を対象にした発信であることを

前提に、最も推奨する規格について検討を行った。 

 

商品・製品の特性や海外との輸出入の多さなど、それぞれに事情が異なり、最も適切な

規格が個社あるいは業種分野ごとに異なり得ることは前提としつつも、一貫パレチゼーシ

ョンの実現や、物流の共同化や自動化・機械化までを視野にパレット標準化を行うにあた

っては、複数の規格が存在する中にあっても、特に、最も主要なパレット規格の利用割合

を伸ばしていくことが有効であると考えられる。主要規格の割合が増えることで、トラッ

クドライバーにとってはトラックへの積み付けのパターンが簡素化し、複数の荷主の荷物

が集まる物流施設等にあっても規格の相違による積み替えが減らせるとともに、保管の際

の効率化や機械化の促進が期待される。更には特定の規格を利用する事業者が増えること

により、パレットの生産・購入・賃借・利用・管理等にかかるコスト面での効率化も見込

める。 

 

以上のことから、本分科会としては、これからパレット化を図る事業者において、当該

事業者が複数の選択肢を取り得る場合には、現在日本国内において最も広く普及している

平面サイズ 1100mm×1100mm のパレットを推奨する。 

 

また、平面サイズの他にも、材質、高さ、両面・片面の別、二方差し・四方差しの別、

電子タグの有無や強度などパレット規格には様々な仕様がある。仕様に関してはそれぞれ

の現場における施設設備との適合性が異なり、どのような仕様であれば全体として利用で

きる事業者が最大化できるのかについては、未だ十分に議論が尽くされておらず、本中間

とりまとめにおいては、特定の仕様は推奨しない。ただし、パレットの仕様については、

JIS において具体的な定めが設けられていることから、パレット導入にあたっては実際に

利用予定の現場の状況とともに、当該 JIS を参照することが望ましい。 

 

（３）推奨に当たっての留意点 

 

パレット標準化に関して、既に特定の事業者や業種分野の中では、長年にわたって物流効

率化のための規格や運用の標準化の努力が進められている場合もある。また、国内物流だ

けでなく海外との商取引を前提に、海外での標準化状況等も考慮しつつ各種の施設設備を

整備する必要性が高い事業者や業種分野も存在すると考えられる。更に、商品・製品の特

性や業種分野内の慣習等を踏まえた場合、合理的な規格が様々に異なることも有り得る。

そのため、上記（２）の推奨規格を採用することが困難な場合や、物流効率化の観点から

も推奨規格とは異なる規格を採用することがより合理的な場合もあると考えられる。 
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６．今後の検討に向けて 

 

本分科会では、今後、上記４（１）で確認したパレット標準化に向けた第２段階も含

め、物流全体でのパレット標準化の在り方について引き続き検討を進める。特に、運用の

標準化について検討をする際には、パレットを利用し、回収し、循環させるシステムの標

準化の実現に向けて、パレットの利用方法（積み付けの高さ等）、保有形態（自社所有・賃

借・共同利用等の別）、受け払いルールや管理システムの構築、回収・洗浄・補修等の諸管

理、管理体制構築等が検討の対象となると考えられる。 

 

なお、検討にあたっては、業種分野内部で閉じた運用が可能なもの、他の業種分野との

将来的な共同化等が有り得るものなど、商品・製品の特性に合わせて望ましい在り方が異

なる点についても考慮するものとする。  
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― 4.1 大きさ，形式，種類及び記号 

 

 

 

【参考５】パレット生産出荷統計／平パレット・寸法別データ（一般社団法人日本パレッ

ト協会 調査/令和４年５月） 
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【参考６】物流施設別パレット利用実態（一般社団法人 日本物流団体連合会 物流標準化

調査小委員会 調査/令和３年度） 

 

 

 

【参考７】レンタルパレット保有数量(一般社団法人 日本パレット協会 調査/令和３年度) 
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【参考８】パレット標準化推進分科会スケジュール（イメージ） 

 


